エグゼクティブサーチ契約書
＊＊＊＊＊＊＊＊＊(以下「甲」という)と、MWH HR Products株式会社（以下「乙」という）とは、甲が乙に委託する業務に関し、以下に定める条件によりエグゼクティブサーチ契約を（以下「本契約」という）を締結するものとする。

第1条 エグゼクティブサーチ
1. 甲は乙に対し、甲が要求する下記職務に関し諸条件を満たす人材の探索、乙が紹介する人材入社に関わる支援、採用面接や甲への入社日の調整、報酬等雇用条件の交渉等のエグゼクティブサーチ業務（以下「本件業務」という）を委託し、乙はこれを受諾する。
　　　職務（ポジション）　：　＊＊＊＊＊＊
2. 乙は、本件業務について、甲の依頼内容を理解して適切な人材の開拓・調査・探索を誠実に行い、甲の求めがあったときは、その都度、本件業務の実施状況を甲に提供する。

第2条  本件業務の対価及び支払方法
1. 甲は乙に対し、本件業務の対価（コンサルティング料）として、以下の通り支払うものとする。
A.　本契約締結時　	　　　　　　3,000,000円
B.　サーチ対象該当候補者面接時　　3,000,000円
C.　採用者内定受諾時	　　　　　　3,000,000円
　2. 本件業務遂行過程で2名以上の候補者の採用が内定し、雇用契約を締結（内定受諾）した場合は、甲は乙に対し、前項とは別に当該候補者の初年度想定報酬額の30％をコンサルティング料として支払うものとする。
尚、本契約における初年度想定報酬額とは、甲と雇用契約を締結し甲に入社した候補者に対して甲がその後1年間で支払うと甲が想定する給与、各諸手当、賞与、入社一時金などの合計額をさすものとする。
3. 甲による乙に対する第2条第1項に基づく本件業務の対価（コンサルティング料）の支払いは、乙が発行する請求書を受領した月の翌月末日までに乙の指定する金融機関口座に振り込むことによって行うものとする。
尚、本件業務の対価（コンサルティング料）の請求に際しては別途消費税を加算するものとする。また、銀行振込手数料は甲が負担するものとする。

第3条　経費
1. 乙が本契約第１条に規定した業務を遂行するために必要な経費（交通費、通信費、飲食費等）は、事前に甲が了承したものに限り実費にて甲が負担するものとする。
2. 首都圏以遠への出張が必要になった場合には、乙は甲に事前の了解を得て実施するものとする。この場合、乙は甲に経費の実費を請求するものとする。


第4条　返還義務
1. 乙の紹介により甲が採用内定した候補者が、内定受諾の上、自己都合あるいは候補者の責による法令又は甲の就業規則等に対する違反により、入社予定日に入社しなかった場合は、乙は第2条第1項Cおよび第2条第2項に基づき甲より支払を受けた本件業務のコンサルティング料の100%を、甲より請求を受けた1カ月以内に乙は甲へ返還するものとする。この場合、銀行振込手数料は乙が負担するものとする。
2. 乙により甲へ紹介され甲へ入社した人材が、自己都合あるいは当該人材の責による法令又は甲の就業規則等の違反により退社となった場合は、乙は第2条第1項C並びに第2条第2項に基づき甲より支払を受けた本件業務のコンサルティング料を、下記の各号の通り、甲より請求を受けた1カ月以内に乙は甲へ返還するものとする。但し、退社等が、甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。
　　　(1) 入社日より1ケ月以内　：　50％
(2) 入社日より3ケ月以内　：　30％
この場合、銀行振込手数料は乙が負担するものとする。
3.　第2条第1項A及びBに基づき甲より乙に支払われたコンサルティング料は、本契約第5条8項本文の場合を除き、如何なる場合も返還しないものとする。

第5条　契約期間と解除
1. 本契約の期間は契約締結日より1年とする。但し、甲及び乙は、期間満了の１ヶ月前までに甲乙の書面による合意がある場合、本契約の有効期間を１年間延長することができるものとし、以降も同様とする。
2. 本契約の期間中、甲乙双方の書面（電磁的方法を含む）による合意をもって本契約を解除することができるものとする。但し、解約以前に既に乙に支払われたコンサルティング料については、甲はその返還を求めることはできないものとする。
3. 前項に定める解除の通知を乙が受領した時までに乙が支出した経費は本契約第3条の規定に基づき甲が負担するものとする。
4. 甲または乙は、相手方に次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合、又は発生のおそれがある場合、催告等の手続を経ることなく、ただちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)	仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、電子交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じたとき
(2)	支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続（利用契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む）の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をしたとき
(3)	合併によらず解散したとき
(4)	本契約又は相手方との他の取引約定に違反し書面による催告後30日以内にこれを是正しないとき
(5)	その他本契約を継続するにあたり重大な事態が生じ、又はそのおそれがあるとき

5.　甲又は乙は、相手方に債務不履行が発生し、相当期間を定めて行った催告後においても是正されない場合、本契約を解除することができる。
6.	前二項の規定に基づき本契約が解除された場合、帰責事由者に該当する甲又は乙は、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の債務をただちに弁済しなければならない。
7.　乙が本条第4項又は第5項の規定により本契約を解除した場合、及び甲が本条第2項の規定により本契約を解除した場合、甲は本件業務の対価及びコンサルティング料の返還を請求しない。
8.　甲が本条第4項又は第5項の規定により本契約を解除した場合、乙は既に受領した本件業務の対価及びコンサルティング料を甲に返還するものとする。ただし、乙が紹介し、甲が採用を決定した候補者にかかる業務の対価又はコンサルティング料については返還を要しない。

第6条　機密情報の保持
1.	（秘密情報）
(1)	本契約において「秘密情報」とは、次の各号の何れかに該当する、本件業務に関連して甲又は乙が相手方に開示する情報及びその複製物をいう。
(a)	甲又は乙が相手方に対し企画書、事業計画書、図面、仕様書、その他の書面により開示する情報。
(b)	甲又は乙が相手方に対しディスク、メモリ、その他の記録媒体又は電子メール等を利用して電磁的記録の形態により開示する情報。
(c)	甲又は乙が相手方に対し口頭又は視覚的手段により開示する情報。
(d)	本件業務の存在事実及び本契約の内容。
(2)	甲又は乙が相手方から開示を受けた情報が次の各号の何れかに該当する場合は、当該情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(a)	甲又は乙が相手方から開示を受ける前に、既に公知であったもの。
(b)	甲又は乙が相手方から開示を受ける前に、既に自己が所有していたもの。
(c)	甲又は乙が相手方から開示を受けた後に、自己の責によらずに公知となったもの。
(d)	正当な権限を有する第三者から合法的な手段により取得したものであって、当該第三者に対して守秘義務を負っていないもの。
2.	（秘密保持）
(1)	甲又は乙は、相手方の秘密情報を秘密に保持するものとし、これを第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本件業務の目的以外の目的に使用してはならない。
(2)	前項の定めに拘わらず、甲及び乙は、法令又は司法機関若しくは行政機関の命令に基づき、秘密情報の開示請求を受けた場合は、直ちに相手方に対し書面により当該開示の必要性を通知したうえで、相手方の事前の承諾を得たうえで必要最小限度の範囲内で当該開示を行うものとし、当該開示に起因する更なる開示又は漏洩を防止するための適切な措置を可能な限り講じなければならない。
3.	（秘密情報の管理）
(1)	甲及び乙は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理する。
(2)	甲及び乙は、本件業務に関わる職務を担当し且つ秘密情報を知る必要性のある乙の役員及び従業員（以下「従業員等」という）に対してのみ、秘密情報を開示することができる。
(3)	甲及び乙は、当該従業員等が、退職後においても本条の義務を負うよう当該従業員等から誓約書を提出させる等、必要な措置を講じなければならない。
(4)	甲及び乙は、本件業務の遂行に必要な範囲内においてのみ相手方の秘密情報を複製することができる。
(5)	甲及び乙は、本契約が終了したとき又は相手方から請求を受けたときは、相手方の書面による事前の指示に従い、秘密情報を速やかに相手方に返還するか又は秘密情報を廃棄するものとする。
4.	（違反）
甲及び乙は、自己が管理する秘密情報の漏洩、その他本条に違反する事実が発生した場合は、相手方に対し速やかにその状況を報告し、当該違反の是正及び再発防止のための適切な措置を講じなければならない。

第7条　個人情報の保護
甲および乙は、甲が乙の紹介する求職者を採用するか否かにかかわらず、紹介されるすべての求職者の個人情報が法令により保護される対象であることを確認する。
2．甲および乙は、個人情報を自己の責任による適切な管理のもとに秘密として取り扱い、求職者本人の事前の承諾なくして第三者に提供してはならず、また、本業務以外の目的で使用してはならない
3．甲および乙は、本業務に必要な範囲を超えて個人情報を加工または複製してはならない。
第８条　反社会的勢力との取引排除
1．「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
2．甲及び乙は、自己が以下の各号に該当しないことを確認する。なお、相手方が本条違反していると疑義を生じた場合には、相手方に対して協議を申し入れることができる。
(1)  甲もしくは乙が反社会的勢力である、又は過去反社会的勢力に該当したことがある。
(2)  甲もしくは乙が反社会的勢力に協力又は関与している
(3)  甲又は乙が反社会的勢力を利用している
(4)  甲又は乙の役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記に該当する
3．甲及び乙は、自己が本条に違反していると判明した場合はただちに相手方に通知し、是正措置を講ずる義務を負う。
4．相手方が本条に違反していると明らかである場合は、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。このとき、解除により相手方に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとする。

第９条　再委託の禁止
乙は本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

第10条　損害賠償
甲及び乙がその責めに帰すべき事由により、本契約に違反し甲に対し損害を与えた場合には、第２条Cに定める対価を上限とし、その直接かつ通常の損害を賠償する責めを負う。

第11条 協議
　　　 本契約に定めのない事由その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議の上円満に解決を図るものとする

第12条 裁判管轄
本契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条 存続条項
第4条（返還義務）、第7条（個人情報の保護）および第12条（裁判管轄）の規定は、本契約が終了した後でもそれぞれ効力を有するものとし、第6条（機密情報の保持）の規定は本契約が終了した後でも秘密情報の開示後5年間効力を有するものとする。


本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各１通を保有する。なお、記名押印に代えて電子的方法を用いた署名を行う場合は、当該電子的署名がなされた本契約の電磁的記録を原本とし、各自保有するものとする。

2023年＊＊月＊＊日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
甲 　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


東京都港区南青山一丁目3番3号
青山一丁目タワー4階
乙　　MWH HR Products株式会社
代表取締役社長　大原 智彦
 

